
第2部
本論
後期基本計画

序　章 基本計画のあらまし

第1章 広域交流基盤を生かした新時代のまちづくり 
 〔土地利用・都市基盤〕

第2章 多彩な交流で飛躍する活力ある産業のまちづくり 
 〔産業〕

第3章 共に支えあい、健やかに暮らせるまちづくり 
 〔健康・福祉〕

第4章 自然と共生した安全でやさしさのあるまちづくり 
 〔生活環境〕

第5章 人が輝き、豊かな文化を創造・発信するまちづくり 
 〔教育・文化〕

第6章 人と地域、絆を大切にした元気なまちづくり 
 〔自治・協働〕

あたご天狗の森スカイロッジ
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序章　基本計画のあらまし

1 まちづくりの方向性

第2部 本論
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序章　基本計画のあらまし

2 計画の進行管理

笠間市総合計画後期基本計画では、施策の目的や目標を明確にするため、施策目標を掲げ、そ
の達成度や成果を客観的に測るための指標として、「市民実感度による指標」と「数値による指標」
を設定しました。原則として、本計画策定時点で把握した数値を「現状値」とし、計画期間終了
時点で達成を目指す数値等を「目標値」としています。
施策の展開によって成果を上げていくうえでは、市の行政活動はもちろんのこと国・県、他の
自治体、市民との連携・協働などさまざまな要素が深く関わってきます。また、社会経済情勢な
どに大きく影響を受けることもあります。このことから、基本計画に掲載している指標は、施策
を評価するうえで一定の目安となるものであり、代表的なものを選択しました。
今後は、行政評価制度を活用し、施策や事業の評価・検証を行い、その結果を反映するとともに、
新しい公共の理念※を踏まえながら、将来像の実現に向けた施策を展開していきます。

※ 従来は官が独占してきた領域を「民」に開いたり、官だけでは実施できなかった領域を官民協働で担ったりするなど、
市民や事業者（市内で活動しているボランティア団体、市民活動団体、NPO法人、企業など）が公的な財やサービス
の提供に関わっていくという考え方。

第2部 本論
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限られた行財政資源を有効活用し、環
境変化に柔軟に対応できる独自性・自立
性の高いまちづくりを進めていくため、
Plan（計画）→Do（実施）→Check（評価）
→Action（改善）を要素とするマネジメ
ントサイクルを確立し、指標を目安に行
政評価制度を活用した評価・検証を行い、
その結果を市の取り組みに反映していき
ます。

マネジメントサイクルの推進
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序章　基本計画のあらまし

3 施策の体系
基本計画では、基本構想における「施策の大綱」で掲げる6つの政策及び小政策に49の施策を
設定し、現況と課題を踏まえるとともに施策の目標を掲げ、これを達成するための小施策を位置
づけています。

1
交
流
と
地
域
の
力
を
高
め
る
土
地

利
用
を
進
め
ま
す

2
多
彩
な
交
流･

連
携
を
支
え
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
ま
す

3
風
土
に
根
ざ
し
た
美
し
い
景
観
を

育
み
、
継
承
し
て
い
き
ま
す

小政策

1 土地利用

2 拠点づくりと市街地整備

1 幹線道路

2 公共交通

1 美しい景観の保全・整備

施　　策政策

第
１
章　

広
域
交
流
基
盤
を
生
か
し
た
新
時
代
の
ま
ち
づ
く
り
〔
土
地
利
用
・
都
市
基
盤
〕

小　　施　　策

1 広域交通体系の整備 1 2 1 1

3 安全で快適な道路環境の整備 1 2 1 3

2 生活を支える幹線道路の整備 1 2 1 2

2 公共交通の維持確保 1 2 2 2

1 公共交通ネットワークの構築 1 2 2 1

3 公共交通の利用促進 1 2 2 3

1 良好な景観形成 1 3 1 1

2 自然景観の保全 1 3 1 2

3 田園景観の充実 1 3 1 3

1 計画的な土地利用の推進 1 1 1 1

4 都市景観の創造 1 3 1 4

2 公有地の有効活用 1 1 1 2

1 広域交流拠点づくりの推進 1 1 2 1

2 地区生活拠点づくりの推進 1 1 2 2

3 安全で快適な市街地・集落地の形成 1 1 2 3

第2部 本論
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2 情報発信の強化 2 1 1 2

3 観光振興と交流の担い手づくり 2 1 1 3

4 おもてなしの心の醸成と充実 2 1 1 4

1 多様な観光魅力の創出 2 1 1 1

5 広域連携による魅力づくり 2 1 1 5

6 農商工観連携による魅力度向上 2 1 1 6

1 経営の安定化推進 2 1 2 1

3 各種ＰＲの拡充 2 1 2 3

2 地場産業製品の利用促進 2 1 2 2

4 地場産品のブランド力の向上 2 1 2 4

1 安定した農林業の推進 2 2 1 1

3 健康増進の生産・生活環境づくり 2 2 1 3

2 自然と共生による農林業の展開 2 2 1 2

4 耕作放棄地の抑制・解消 2 2 1 4

1 都市農村交流の活性化の推進 2 2 2 1

2 都市農村交流施設の更なる充実 2 2 2 2

3 都市農村交流の推進 2 2 2 3

3 他産業及び関連団体等との連携 2 3 1 3

5 ご当地グルメ・笠間のいなり寿司の推進 2 3 1 5

2 市街地活性化と空洞化対策 2 3 1 2

1 既存商店街の活性化 2 3 1 1

4 経営の安定化 2 3 1 4

1 雇用の創出 2 3 3 1

3 新卒者・正規雇用の推進 2 3 3 3

2 インターンシップの推進 2 3 3 2

4 多様な就業形態の促進 2 3 3 4

2 企業誘致の推進 2 3 2 2

1 新たな産業拠点の形成 2 3 2 1

3 地域に根ざした工業の振興 2 3 2 3

1 観　光

2 地場産業

1 農林業

2 グリーンツーリズム

1 商　業

2 工　業

3 雇用・労働環境

1
笠
間
を
体
感
で
き
る
観
光
・
産
業

を
振
興
し
ま
す

2
豊
か
な
恵
み
を
実
感
で
き
る
農
林

業
を
振
興
し
ま
す

3
交
通
条
件
を
生
か
し
た
、
豊
か
さ

を
育
む
商
工
業
を
振
興
し
ま
す

小政策 施　　策政策

第
２
章　

多
彩
な
交
流
で
飛
躍
す
る
活
力
あ
る
産
業
の
ま
ち
づ
く
り
〔
産　

業
〕

小　　施　　策
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序章　基本計画のあらまし

1 子ども・子育て支援

2 少子化対策

1 保健・医療

2 高齢者福祉

2 社会保障

3 障害者福祉

1 地域福祉

1
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ

と
が
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
ま
す

2
日
々
の
健
康
を
支
え
る
安
心
な
保

健
・
医
療
の
体
制
を
整
え
ま
す

3
支
え
あ
い
、
心
が
か
よ
う
福
祉
環

境
を
つ
く
り
ま
す

1 保育内容の充実 3 1 1 1

2 育児支援対策の充実 3 1 1 2

3 児童の健全育成 3 1 1 3

4 ひとり親家庭等への支援 3 1 1 4

5 母子保健の充実 3 1 1 5

1 健康意識の高揚 3 2 1 1

3 予防対策の推進 3 2 1 3

2 健康づくりの推進 3 2 1 2

4 医療体制の充実 3 2 1 4

1 支えあい安心できる生活の推進 3 3 2 1

4 子どもと親の健康の確保 3 1 2 4

3 元気あふれる生活の推進 3 3 2 3

6 安心・安全な子育て環境の整備 3 1 2 6

2 生きがいに満ちた生活の推進 3 3 2 2

5 次世代の親となる心豊かな子どもの育成 3 1 2 5

4 充実した介護を受けられる生活の確保 3 3 2 4

1 医療福祉費支給制度の充実 3 2 2 1

3 後期高齢者医療制度の適正な運営 3 2 2 3

2 国民健康保険の安定運営 3 2 2 2

4 国民年金制度の普及・啓発 3 2 2 4

3 健康と生きがいづくりの推進 3 3 1 3

3 地域で支えあう子育て支援の確保 3 1 2 3

2 地域福祉サービス・活動の充実 3 3 1 2

2 少子化対策推進体制の強化 3 1 2 2

1 住民参加による地域福祉の推進 3 3 1 1

1 少子化に対する意識の高揚 3 1 2 1

1 障害福祉サービスの充実 3 3 3 1

2 総合的な自立及び社会参加の支援 3 3 3 2

第
３
章　

共
に
支
え
あ
い
、
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〔
健
康
・
福
祉
〕

小政策 施　　策政策 小　　施　　策
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1 生活道路

1
だ
れ
に
も
や
さ
し
く
、
潤
い
の
あ

る
生
活
環
境
を
整
え
ま
す

第
４
章　

自
然
と
共
生
し
た
安
全
で
や
さ
し
さ
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
〔
生
活
環
境
〕

7 斎場・墓地

6 住　宅

5 生活排水

4 上水道

2 公園・緑地

3 河　川

1 防　災

2 消　防

3 防　犯

4 交通安全

1 環境保全・公害防止

5 消費者行政

2 廃棄物対策

2
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
や
災
害
に
強
い

安
心
・
安
全
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

3
自
然
環
境
に
や
さ
し
い
循
環
型
社

会
を
つ
く
り
ま
す

1 生活道路網の整備 4 1 1 1
2 交通バリアフリーの推進 4 1 1 2
3 地域に応じた道づくり 4 1 1 3
1 自然公園の保全・活用 4 1 2 1

3 緑のまちづくりを支える体制づくり 4 1 2 3
2 都市公園等の整備 4 1 2 2

2 雨水排水対策の推進 4 1 3 2

4 親水空間の整備 4 1 3 4

1 河川改修の促進 4 1 3 1

3 水質の保全と水辺環境の美化 4 1 3 3

2 快適な住環境の形成 4 1 6 2
1 公営住宅の有効活用 4 1 6 1

2 墓地の適正管理 4 1 7 2
1 斎場の運営管理 4 1 7 1

2 水資源の確保 4 1 4 2
1 水道事業の統合 4 1 4 1

3 水の安定供給 4 1 4 3
1 生活排水対策の見直し 4 1 5 1

4 合併処理浄化槽の普及促進 4 1 5 4

2 公共下水道事業の推進 4 1 5 2
3 農業集落排水施設の整備と利用促進 4 1 5 3

1 地域防災計画の見直し 4 2 1 1
2 防災意識の高揚 4 2 1 2
3 防災体制の整備 4 2 1 3
1 消防体制の充実 4 2 2 1
2 救急救助体制の充実 4 2 2 2
1 防犯意識の高揚 4 2 3 1

3 防犯施設の整備 4 2 3 3
2 防犯活動の強化 4 2 3 2

2 交通安全活動の推進 4 2 4 2
1 交通安全意識の高揚 4 2 4 1

3 交通安全施設の整備 4 2 4 3

1 ごみ処理体制の強化 4 3 2 1

3 不法投棄の防止 4 3 2 3
2 循環型社会の推進 4 3 2 2

1 啓発活動の充実 4 2 5 1

3 消費者団体の育成・支援 4 2 5 3
2 相談事業の充実 4 2 5 2

4 販売商品表示の適正化 4 2 5 4

3 環境保全活動の推進 4 3 1 3
2 生活環境の保全 4 3 1 2
1 自然環境の保全 4 3 1 1

小政策 施　　策政策 小　　施　　策
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序章　基本計画のあらまし

1 幼児教育

2 学校教育

3 青少年育成

1 文化財

1 生涯学習

2 芸術・文化

2 スポーツ･レクリエーション

3 国際化

1
次
代
を
担
う
子
ど
も
を
育
み
ま
す

2
だ
れ
も
が
自
ら
学
び
、
能
力
を
発

揮
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
ま
す

3
個
性
と
創
造
性
豊
か
な
笠
間
の
文

化
を
広
げ
て
い
き
ま
す

1 幼児教育・保育体制の整備 5 1 1 1

2 豊かな体験活動の充実 5 1 1 2

3 保護者・地域との連携 5 1 1 3

4 幼稚園施設の充実 5 1 1 4

2 心の教育の充実 5 1 2 2

4 学校施設の充実 5 1 2 4

1 確かな学力の育成 5 1 2 1

3 信頼される学校づくり 5 1 2 3

2 青少年団体の充実・支援 5 1 3 2

1 家庭や地域の教育力の強化 5 1 3 1

3 推進体制の充実 5 1 3 3

1 学習情報及び学習機会の提供 5 2 1 1

3 推進体制の充実 5 2 1 3

2 施設・設備等の活用と充実 5 2 1 2

2 資料館等の整備・充実 5 3 1 2

1 文化財の保護と活用 5 3 1 1

3 埋蔵文化財保護体制の確立 5 3 1 3

5 施設の整備・充実 5 2 2 5

4 推進・指導体制の充実 5 2 2 4

3 競技スポーツの振興 5 2 2 3

1 生涯スポーツの推進 5 2 2 1

2 地域スポーツ活動の推進 5 2 2 2

2 国際交流事業の推進 5 3 3 2

1 国際化に対応した事業の推進 5 3 3 1

1 芸術・文化資源の活用体制の強化 5 3 2 1

3 市民文化活動の支援 5 3 2 3

2 芸術・文化事業の推進 5 3 2 2

第
５
章　

人
が
輝
き
、
豊
か
な
文
化
を
創
造
・
発
信
す
る
ま
ち
づ
く
り
〔
教
育
・
文
化
〕

小政策 施　　策政策 小　　施　　策
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第
６
章　

人
と
地
域
、
絆
を
大
切
に
し
た
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
〔
自
治
・
協
働
〕

小政策 施　　策政策 小　　施　　策

1 人権尊重

2 男女共同参画社会

1 市民協働

2 行政運営

2 地域コミュニティ

3 財政運営

1 広報･広聴

4 広域行政

1
一
人
ひ
と
り
が
尊
重
し
あ
う
心
を

育
み
ま
す

2
地
域
の
大
切
さ
を
知
り
、
協
働
に

よ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
ま
す

3
自
治
を
育
み
、
創
造
的
な
行
財
政

運
営
を
推
進
し
ま
す

1 人権施策推進基本計画の策定 6 1 1 1

2 人権意識の高揚・啓発 6 1 1 2

3 人権相談体制の充実 6 1 1 3

1 男女共同参画基本計画の策定 6 1 2 1

3 男女共同参画の環境整備 6 1 2 3

2 男女共同参画意識の醸成 6 1 2 2

2 市民参加機会の拡充 6 2 1 2

1 協働のまちづくりの推進体制の強化 6 2 1 1

3 市民活動・ＮＰＯ活動の促進 6 2 1 3

1 コミュニティ活動の活性化 6 2 2 1

2 コミュニティ施設の整備・充実 6 2 2 2

1 情報公開の総合的な推進 6 3 1 1

3 広聴活動の充実 6 3 1 3

2 広報活動の充実 6 3 1 2

2 財源の確保 6 3 3 2

1 計画的な財政運営 6 3 3 1

3 保有資産の有効活用及び適正管理 6 3 3 3

5 電子自治体の推進 6 3 2 5

4 行政事務の効率化・高度化の促進 6 3 2 4

3 職員の意識改革と資質の向上 6 3 2 3

1 行政マネジメントシステムの確立 6 3 2 1

2 組織機構の適正化 6 3 2 2

1 広域連携事業の推進 6 3 4 1

2 広域行政の研究 6 3 4 2
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序章　基本計画のあらまし

4 基本計画の見方

■現況と課題
社会的な現況や課題と本市の
取り組みの状況や課題を記載
しています。また、課題解決
のため、今後必要となる取り
組みについて記載しています。

■用語解説
本冊子中の※については、巻末
の「用語解説」をご覧ください。

■施策目標
施策の達成すべき目標と目標を
達成するための取り組みを記載
しています。

■市民実感度指標
市民の視点により施策の達成度

（成果）を測ることが可能な指標
を記載しています。

■数値指標
数値により施策の達成度（成果）
を測ることが可能な指標を記載
しています。

■目標指標
施策目標の達成度や成果について、よりわかりや
すく表していくため、客観的に測ることができる
指標を選択し、目指すべき目標値を掲げています。
また、行政評価実施時にも活用していくものです。

第2部 本論
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■施策の内容
施策の目標を達成するための「小施策」について、そ
の体系と内容を記載しています。また、小施策ごと
の「主な取り組み」についても記載しています。

■主担当課及び関連課
施策を主に担当する課と施策を
展開するうえで、関連する代表
的な課を記載しています。
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